
令和４年度の振り返りとこれまでの知見の活用方針について

令和５年度第１回京都府公共事業評価に係る第三者委員会
令和５年１１月８日（水）



路線・河川名等 評価種類 当初(前回)
評価年次

当初(前回)
事業費

変更(今回)
事業費

増額
事業費

増額
割合

第１回(R4.11.30)

北川 再評価 H29 9.5 18.0 8.5 +89.5%

中ノ谷川 再評価 －※ 6.0 13.3 7.3 +111.7%

志高 再評価 －※ 5.0 13.0 8.0 +160.0%

国道423号(法貴バイパス) 再評価 H24 41.9 83.1 41.2 +98.3%

第２回(R5.3.24)

府営住宅城南団地 事前評価 － － 34.9 － －

国道307号(郷之口) 事前評価 － － 35.2 － －

宇治木屋線(犬打峠) 再評価 R2 100.0 122.0 22.0 +22.0%

(都)内里高野道線
(八幡京田辺インター線) 再評価 －※ 9.8 13.6 3.8 +38.8%

(都)小倉西舞鶴線(倉谷工区) 再評価 －※ 8.8 15.6 6.8 +77.3%

令和４年度京都府公共事業評価に係る第三者委員会の概要

2※新規事業時10億円以下のため、第三者委員会未実施



令和４年度京都府公共事業評価に係る第三者委員会の概要
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第１回(R5.11.30)概要(抜粋)



公共事業評価の目的（抜粋）
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03/23時点

この要綱は、府が実施する公共事業のうち⾧期間を経過した事
業について再評価を行い、必要に応じ事業の見直し等を行うこ
とにより、公共事業の効率性及び実施過程の透明性の一層の向
上を図ることを目的とする。

（『京都府公共事業再評価実施要綱』（目的）第１条より）

この要綱は、府が実施する公共事業のうち完了したものについ
て事後評価を行い、事業効果、良好な環境の形成等について確
認を行い、必要に応じて適切な改善を検討するとともに、評価
結果を同種事業の計画、調査等に反映することにより、公共事
業の効率性及び実施過程の透明性の一層の向上を図ることを目
的とする。

（『京都府公共事業事後評価試行要綱』（目的）第１条より）

事後評価

再評価

この要綱は、府が実施する公共事業のうち新たに事業費の予算
化の要望を行おうとする事業等について事前に評価を行うこと
により、公共事業の効率性及び実施過程の透明性の一層の向上
を図ることを目的とする。

（ 『京都府公共事業事前評価実施要綱』（目的）第１条より）

新規事業採択時評価（事前評価）

公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図
るため、再評価を実施する。再評価は、事業採択後一定期間を
経過した後も未着工である事業、事業採択後⾧期間が経過して
いる事業等の評価を行い、事業の継続に当たり、必要に応じそ
の見直しを行うほか、事業の継続が適当と認められない場合に
は事業を中止するものである。

（『国土交通省所管公共事業の再評価実施要領』第１ 目的より）

公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図
るため、完了後の事後評価（以下 「事後評価」という ）を実
施する。事後評価は、事業完了後の事業の効果、環境への影響
等の確認を行い、必要に応じて適切な改善措置を検討するとと
もに 、事後評価の結果を同種事業の計画・調査のあり方や事業
評価手法の見直し等に反映することを企図するものである。

（『国土交通省所管公共事業の完了後の事後評価実施要領』第１ 目的より）

事後評価

再評価

公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図
るため、新規事業採択時評価を実施する。新規事業採択時評価
は、費用対効果分析を含め、総合的に実施するものである。

（『国土交通省所管公共事業の新規事業採択時評価実施要領』第１ 目的より）

新規事業採択時評価（事前評価）

国（国土交通省）
京都府

令和４年度京都府公共事業評価に係る第三者委員会の概要
第２回(R5.3.24)資料



京都府公共事業再評価実施要綱
（抜粋）

（再評価の方法）

第３条 再評価は、次に掲げる事項を検証す

ることにより実施する。

(1) 事業の進ちょく状況

(2) 事業を巡る社会経済情勢等の変化

(3) 事業の投資効果及びその要因の変化

(4) 事業の進ちょくの見込み

(5) コスト縮減や代替案立案等の可能性等

(6) 良好な環境の形成及び保全

国土交通省所管公共事業の再評価実施要領
（抜粋）

３ 再評価の視点

再評価を行う際の視点は以下のとおりとする。

① 事業の必要性等に関する視点

1) 事業を巡る社会経済情勢等の変化

2) 事業の投資効果

3) 事業の進捗状況

② 事業の進捗の見込みの視点

③ コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

公共事業の再評価の方法
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令和４年度京都府公共事業評価に係る第三者委員会の概要
第２回(R5.3.24)資料



労務・資材単価等の変動
（積算基準等により反映）
社会情勢の変化（働き方改革等）

便

益
（

バ

リ

ュ
ー
）

想定することが
適切ではない部分

想定することが
適切ではない部分

過去の評価時 ○年後 ○年後

費

用(

コ

ス

ト)

（新規採択時計画） （再評価） （再評価）

事前に(確定的な)想定が難しい部分

事前に想定することが適切でない部分

事前に(確定的な)想定が難しい部分

事前に想定することが適切でない部分

便益に係る価値・価格の変動
（費用便益分析ﾏﾆｭｱﾙ改定により反映）

事業の投資効果の評価について
（①増加するケース） （②減少するケース）

時間
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令和４年度京都府公共事業評価に係る第三者委員会の概要
第２回(R5.3.24)資料を一部修正

事前に想定することが
適切でない部分

事前に想定することが
適切でない部分



これまでの知見から想定されるリスク（費用）
過去の増額事例 知見の活用

事前に(確定
的な)想定が
難しい部分

地質・土質 ＴＮ支保構造等の変更[補助工法の変更] 過去の知見を活用し、懸念されるリス
クを事前評価において参考として記載
しておく

橋梁基礎型式の変更

軟弱地盤対策の追加

法面工の工法変更

残土処分費の追加

関係機関協議 埋蔵文化財調査範囲の拡大

橋梁形式の変更

事業地の縮小(法面→直壁への変更)

用地補償 移転補償等による追加補償費

事前に想定す
ることが適切
でない部分

社会情勢の変化 労務・資機材単価の上昇分 －
※事前評価後に発生した増額要因を精査し、
再評価において適切に反映

トンネル技術基準の改定

大規模災害による河川基準の改定
7

過年度の知見を活用した令和５年度京都府公共事業評価に係る第三者委員会の方針



14,000

16,000

18,000

20,000

22,000

24,000

26,000

28,000

H
25

.4

H
26

.2

H
27

.2

H
28

.2

H
29

.3

H
30

.3

H
31

.3

R2
.3

R3
.3

R4
.3

R5
.3

労
務
単
価
（
円
）

普通作業員 ５０職種平均単価

主な上昇項目 前回事前評価時 今回評価時 物価上昇率

鋼材 58,000(円/t) 122,000(円/t) 2.10倍

コンクリート 15,270(円/m3) 22,340(円/m3) 1.46倍

主な上昇項目 前回事前評価時 今回評価時 物価上昇率

普通作業員 15,000(円/日) 21,500(円/日) 1.43倍
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過年度の知見を活用した令和５年度京都府公共事業評価に係る第三者委員会の方針

労務費や主要資材費は
物価上昇率が非常に大きく、
事業費の上昇に大きく影響する

時点 事前評価 再評価（物価上昇除く）

事業費 19億円 29億円

【計画変更による増額（物価上昇除く）】

【図ー９ 公共工事設計労務単価の推移（京都府）】

時点 再評価（物価上昇除く） 再評価（物価上昇含む） 事業費上昇率

事業費 29億円 48億円 1.6倍

【物価上昇による増額】

【(参考)主な労務費、資材費の上昇率】



想定 項目 金額

確定 ・調査、設計

４１．９

事前に
(確定的な)

想定が
難しい

想定通り ・用地補償
・一部部分供用開始

想定外
・一部ルートの変更(軟弱地盤改良等の回避)[+13.2]
・法面構造の変更(ロックボルト、法枠の追加)[+8.5]
・埋蔵文化財調査範囲の拡大(埋蔵物が確認されたため)[+8.1]

＋２９．９

事前に想定する
ことが適切でない

・労務・資機材単価の上昇（H24→R4）[+15.7] ＋１５．７

想定 項目 金額

想定
・調査、設計
・用地補償
・工事

４１．９

[億円]

費
用(

コ
ス
ト)

便
益(

バ
リ
ュ
ー)

【事前評価（Ｈ２４）】 【再評価（Ｒ４）】

時間 時間

合計 ８３．１

事前に想定することが適切でない

[参考：法貴ＢＰ]令和４年度第１回事業評価委員会(11月30日(水))における主な変更内容

↓・他現場の残土を流用[-4.4] ↓ー４．４

9



想定 項目 金額

確定 ・調査、設計

６５．０
事前に

(確定的な)
想定が
難しい

想定
通り

・用地補償
・トンネルの支保構造（破砕帯

等が確認された箇所以外）

想定
外

・破砕帯箇所のトンネル支保構
造変更[+31.0]

・非常用設備[-3.0]
＋２８．０

＋７．０

[参考：犬打峠]令和４年度第２回事業評価委員会(3月24日(金))における主な変更内容
[億円]

費
用(

コ
ス
ト)

便
益(

バ
リ
ュ
ー)

【再評価（Ｒ２）】

想定 項目 金額

確定 ・調査、設計

１００．０
事前に

(確定的な)
想定が
難しい

想定済

・用地補償
・トンネルの支保構造

（新たに発覚した破砕帯箇所以外）
・橋梁→BOXに構造変更

（H29道路橋示方書改訂）
・消費増税（8%→10%）
・非常用設備が不要

（最新予測交通量による）

想定外 ・新たな破砕帯等箇所のトンネル支保構造の変更[+14.5]
・他現場に流用できない残土を処分[+4.0]

＋１８．５

↓＋３．５

【再々評価（Ｒ４）】

時間

合計 １００.０

合計 １２２.０

・労務・資機材単価の上昇（H28→R2）[+3.6]
・道路橋示法書の改定[+3.4]

事前に想定することが適切でない
事前に想定することが適切でない

↑事前に想定することが適切でない

・労務・資機材単価の上昇（R2→R4）[+3.5]

時間
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↑事前に想定することが適切でない



想定 項目 金額

確定 ・調査、設計

１９．０

↓－０．１

事前に
(確定的な)

想定が
難しい

想定通り

↓想定外

・用地補償
・起点～宇川橋までの区間の構造（橋梁、BOX、切土等）

↓・他現場の残土を流用[-0.1]

事前に想定する
ことが適切でない

・労務・資機材単価の上昇（H25→R5）[+19.0]
・橋梁形式･構造の変更 (社会資本整備審議会の答申を踏ま

えた計画見直し) [+3.0]
・ルート変更（埋蔵文化財の回避を検討する必要が生じたも
の）[+7.1]

＋２９．１

[上野平バイパス]第１回事業評価委員会(11月8日(水))における主な変更内容

想定 項目 金額

想定
・調査、設計
・用地補償
・工事

１９．０

[億円]

費
用(

コ
ス
ト)

便
益(

バ
リ
ュ
ー)

【事前評価（Ｈ２５）】 【再評価（Ｒ５）】

時間 時間

合計 ４８．０

事前に想定することが適切でない
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想定 項目 金額

確定 ・調査、設計

４３．０
事前に
(確定的な)

想定が
難しい

想定通り

・用地補償
・トンネル明かり部（京都側）～終点区間の構造

（盛土・BOX等）
・トンネルの支保構造（破砕帯等が確認された箇

所以外）

想定外 ・一部、破砕帯等が確認された箇所のトンネル支保構造の変更[+8.0]
・他現場の残土を流用[-0.2] ＋７．８

事前に想定する
ことが適切でない

・労務・資機材単価の上昇（R1→R5）[+18.2]
・換気基準の改定 [+1.0] ＋１９．２

[榎峠バイパス]第１回事業評価委員会(11月8日(水))における主な変更内容

想定 項目 金額

想定
・調査、設計
・用地補償
・工事

４２．７

[億円]

費
用(

コ
ス
ト)

便
益(

バ
リ
ュ
ー)

【事前評価（Ｒ１）】 【再評価（Ｒ５）】

時間 時間

合計 ７０．０

事前に想定することが適切でない
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過年度の知見を活用した令和５年度京都府公共事業評価に係る第三者委員会の方針

過去のトンネル工事から得られた知見より
今後の事業費増減の可能性を想定し、評価調書に記載



想定が難しい部分想定が難しい部分

想定ができない部分想定ができない部分

想定が
できない部分
想定が
できない部分 過去の知見を活用した評価手法(イメージ）
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便
益(

バ
リ
ュ
ー)

費
用(

コ
ス
ト)

事前に想定する
ことが適切でない

事前に想定する
ことが適切でない

こ
れ
ま
で
の
事
業

こ
れ
か
ら
の
事
業

便
益(

バ
リ
ュ
ー)

費
用(

コ
ス
ト)

時間

事前評価

事前に(確定的な)
想定が難しい

再評価

事前に想定する
ことが適切でない

事前に想定する
ことが適切でない

これまで再評価で初めて計上していた部分を、
事前評価において適切に想定

事前に(確定的な)
想定が難しい

事前評価 再評価
……

過年度の知見を活用した令和５年度京都府公共事業評価に係る第三者委員会の方針

事前に(確定的な)
想定が難しい
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過年度の知見を活用した令和５年度京都府公共事業評価に係る第三者委員会の方針

公共事業評価の費用便益分析に関する技術指針(共通編)
【令和５年９月 国土交通省】
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過年度の知見を活用した令和５年度京都府公共事業評価に係る第三者委員会の方針

最新の社会情勢等を踏まえ、参考比較のために
社会的割引率を２％とした場合の費用便益比
（B/C）を評価調書に記載


